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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

（１）スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。

（２）文化に関すること（次号に掲げるものを除く。）。

（３）文化財の保護に関すること。

①

②

③

議案提出

・瀬戸内市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

④

⑤

地方公共団体における文化財保護の事務は教育委員会の所管とされているが、条例により地方公共団体
の長が担当できるようにする

第23条　前条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例で定めるところに
より、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び
執行することができる。

第29条　地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育
に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務に
ついて定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する
場合においては、教育委員会の意見をきかなければならな
い。

第23条　（略）
2　地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の
議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見
を聞かなければならない。
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